
計画見直しのポイント（４）
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（４）重点的取組の追加・拡充

重点的に進める３つの取組「多様な主体の協働による社会システムの脱炭素化」、
「豊富な再エネの最大限の活用」、「森林等の二酸化炭素吸収源の確保」の取組を
追加・拡充し、道民や事業者、地域と共に積極的に脱炭素化を推進



計画見直しのポイント（５）

（５）道民・事業者に分かりやすい計画への工夫

✔ ２０３０年度までの途中年度の削減推進の目安を提示
✔ ２０５０年までのゼロカーボン実現に向けた推進イメージを提示
✔ 「道民一人あたり」「一世帯あたり」の排出量など身近な補助指標などの追加
✔ ２０５０年ゼロカーボンの各部門のイメージや行動の実践例を提示
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計画の推進体制等
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（１）幅広い関係者との連携・協働
◆「ゼロカーボン北海道推進協議会」で意識の共有などを図り、主体的な取組と新たな
連携・協働を生み出すとともに、同協議会や国のゼロカーボン北海道タスクフォース
等と連携して、幅広く道民・事業者へ脱炭素の取組を呼びかけ

◆ ほっかいどう応援団会議等のネットワークを活用するなど官民連携の推進により、
ゼロカーボンの取組への参画や協力を呼びかけ

（２）庁内の推進体制
知事をトップとする「気候変動対策推進本部」で、庁内の連携及び施策の調整を図り

気候変動に関する施策を推進するとともに、振興局長を本部長とする「地方推進本部」
に設置したゼロカーボン推進室で地域の実情に応じた取組を支援

（３）計画の進捗評価
本計画に基づく措置及び施策の実施状況及び効果について、定期的に「北海道環境審

議会」による評価を受け、その結果を公表するとともに、施策の見直し等に活用

（４）計画の見直し
目標の達成状況、関連指標、個別対策・施策の進捗状況等の点検を毎年行い、PDCA

サイクルを適切かつ効果的に回し、途中年度の状況も踏まえながら、必要に応じて適宜
計画の見直しを検討



今後のスケジュール
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■ パブリックコメントの実施
令和４年2月24日（木）から ３月18日（金）まで

北海道のホームページ（気候変動対策課ホームページ）をご覧ください

■ 計画の決定
令和４年３月下旬 決定予定


